
細⽥ともや
活動レポート ( 令和-10 )

・平成3年 ⼥性として⽣まれる . ⼊間市⽴野⽥中学校卒業、私⽴埼⽟平成⾼等学校卒業  
・帝京⼤学医療技術学部臨床検査学科卒業.  ⼤学在学中に、⼥性→男性に⼾籍変更 
・臨床検査技師として病院勤務.  2017年⼊間市議会議員選挙 最年少25歳 初当選

違いを認め合い 互いを尊重しあえる
“⼊間市”を⽬指すために！

〜プロフィール〜

・⼥性から男性へのトランスジェンダーの地⽅議員として

・⼈権課題に取り組む他、毎議会 教育・福祉等の⼀般質問を⾏なっている
・2020年6⽉ 英国の⾮営利団体「One Young World」主催、

世界初 となった

年間最優秀政治家 15⼈中に選ばれた
世界各地より

「地域社会の若者に好影響を与える」
所属： 総務常任委員会・ ⻘年会議所・⼊間市消防団議会防災検討委員会 ・

無所属 世界初！⼥性から男性のトランスジェンダー議員

新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について

ワクチン接種スケジュール等 最新情報については、市公式HPや広報いるま号外等で随時発信
されます。

国は、早期の接種完了を⽬指し、⼤規模接種会場の設置や職域接種にも取り組み始めました。
市⺠の⽅に⼊間市の予可能枠をお知らせする事で早期接種希望者の選択肢を広げ、
⼀⼈でも多くの希望者の⽅が早期接種できる環境を整えます。

 

【市公式ホームページ 
  新型コロナウイルス感染症のワクチン接種について】

無党
・

⼊間市議会議員 2期⽬

2021年⼊間市議会議員選挙 現職最年少29歳2期⽬当選

ご報告 パートナーシップ・ファミリーシップ

性別にとらわれず、⼀⼈⼀⼈がお互いの⼈権を尊重し、多様な⽣き⽅や価値観を認め合い、
誰もが⾃分らしく⽣き⽣きと⽣活できる社会の実現を⽬指し「⼊間市パートナーシップ・
ファミリーシップ宣誓制度」が令和3年9⽉1⽇よりスタートしました。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度とは

・パートナーシップ宣誓制度：お互いを⼈⽣のパートナーとして助け合い、協⼒し合って⽣活を
 共にすると束した、⽚⽅または双⽅が性的マイノリティーである⼆⼈が、市⻑に対して
 パートナーであることを宣誓し、市は宣誓書受領書や受領カードを交付する制度。

ファミリーシップ
宣誓制度導⼊

 埼⽟県初！
関東2例⽬！

・

・ファミリーシップ宣誓：宣誓する⽅に、未成年のお⼦様等がいらっしゃる場合、家族として
 ⽣活を共にする事を併せて宣誓することができる。

宣誓制度が始まりました！



無所属の会発⾏

〒358-0055 ⼊間市新光306-888

 

http://h-tomoya.com

080-8739-3649 04-2633-4808
こちらのチラシはUDフォントを使⽤しています。

細⽥智也

討議資料

掲載・出演メディア
NYタイムズ

読売・朝⽇・毎⽇・産経・東京・埼⽟各地⽅新聞等
AERA
 

The Independent(イギリス)・

Wikipedia等

NBCニュース

 

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について
 質問
制度導⼊後の取り組み (1)市営住宅への⼊居 (2)市職員の休暇制度・福利厚⽣

1.
2.

(1)

3.

答弁1.

2.

3.

補助⽝と補助⽝使⽤者が安⼼して暮らせるまちへ
質問 1.

補助⽝と補助⽝使⽤者について、市⺠に正しく理解していただくことは⼤変重要でる。

補助⽝と補助⽝使⽤者への理解促進2.

1.

2.

・
NHK(おはよう⽇本・⾸都圏ネットワーク)

答弁

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度導⼊に対しての市⻑の思い

結婚祝い品については、

⼊間市災害廃棄物処理計画について 
質問1.

計画の背景、⽬的、位置付け、災害廃棄物の処理に関する情報及び体制、災害廃棄物対策の内容を記載
市⺠の⽅々に関係する主の部分は、廃棄物分別⽅法と仮置場候補地である。

⼊間市災害廃棄物処理計画の概要

仮置き場候補地やごみ排出ルールなどの情報を、平常時において理解いただく必要ある。
しかし、災害状況によっては、仮置き場が変更となる可能性もある。その為、配布物には混乱の
無いよう表記に配慮する。

2. 今後の取り組みと課題

1.

2.

答弁

 

⿊須市⺠運動場、狭⼭台地区近隣公園予定地、中央公園、⻄武市⺠運動場、市⺠会館第3・第5駐⾞場

市では、補助⽝同伴で利⽤できるステッカーを⼊⼝に掲⽰、また飲⾷店等に対しても商⼯会等に
掲⽰⽤のステッカー等を配布し周知・啓発を⾏ってきた。

 
市内5カ所を定めている。

各種休暇制度について、

HPや紙媒体での周知をしていく。
今年度改定予定の⼊間市地域防災計画との整合を図り、また防災訓練での

災害廃棄物受け⼊れ訓練の実施についても調整していく。

3.

⾝体障害者補助⽝法についての市の認識

⾝体者補助⽝法が施⾏されてから19年が経過し、平成15年10⽉からは不特定多数が利⽤する⺠間施設
(ホテル、レストラン、デパート等)においても利⽤を拒むことはできないものと認識している。

しかし、補助⽝利⽤者にお聞きしたところ、⾝体障害者補助⽝法が施⾏されて19年経過し、また障害者
差別解消法が施⾏されて補助⽝や補助⽝使⽤者への理解は進み、⼤⼿飲⾷店では補助⽝同伴による⼊店
は拒まれることは無くなってきている。しかし、個⼈経営のお店では未だに拒否される場合がある。

公共施設への「補助⽝同伴可」ステッカーの掲⽰を

3.ご提案の通り、補助⽝利⽤者が安⼼してトイレを利⽤できるよう、
市施設の多⽬的トイレ等の⼊⼝に「補助⽝同伴可」のステッカーを掲⽰できるよう検討していく。

令和2年9⽉議会に「⼊間市におけるパートナーシップの認証制度（仮称）および性的少数者に関する
諸問題への取り組みに関する請願」が提出され、全会⼀致で採択された。認証制度の制定に向けて調査・
研究を⾏う中で、制度の趣旨や当事者の⽅の意⾒も踏まえ、「⼊間市パートナーシップ・ファミリー
シップの宣誓の取扱いに関する要綱」を制定し、

現状は、同性パートナーなどは対象としていない。今後は、パートナーシップ宣誓をされた⽅々を、
事実上婚姻関係と同様の事情にある者として扱い、⼊居資格条件の1つを満たせるよう検討していく。

(2)現状は、休暇制度や福利厚⽣の⼀環として⾏っている、結婚祝い品の贈呈についても同性パートナー
を配偶者として取り扱ってない。 対象としていく⽅向で、今後検討していく

パートナーシップ宣誓をした職員には、今後対象としていく。

令和3年9⽉1⽇に施⾏した。

性的マイノリティの⼈は、誤解や偏⾒等により、⽇常⽣活において様々な困難に直⾯しており、
市としては、⼈権問題として捉えている。全職員にしっかりと研修をしていきたい。各課の連携も 
しっかりと取り組み、この制度の導⼊を機に全職員⼀団となって皆様のお気持ちに寄り添える対応に
勤めていきたい。制度を導⼊して終わりではなく、これがスタートだと思っている。この制度がある事
によって、市⺠理解・周知が広がっていくことに加え、理解を深める取り組みについても⾏う。

パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度導⼊の経緯・概要


